
１．地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 404,000 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 3,454,484 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

 社会福祉 200 200 0 

124,000 62,000 62,000 40,000 

180 90 90 0 

800 400 400 0 

126 31 95 0 

100 100 0 

100 100 0 

2,100 1,836 264 0 

821,500 616,050 205,450 70,000 

17,000 12,750 4,250 0 

14,200 10,625 3,575 0 

750 750 0 

128,300 96,225 32,075 0 

4,973 3,260 1,713 0 

140,332 42,038 85,605 12,689 0 

229,300 173,650 5,944 49,706 0 

102,000 38,900 63,100 24,000 

235 48 187 0 

2,700 2,610 90 0 

17,012 10,906 268 5,838 0 

5,000 1,992 3,008 0 

1,100 825 275 0 

458,000 414,480 43,520 0 

5,789 3,828 1,961 0 

14,200 7,100 7,100 0 

1,224 917 307 0 

64 48 16 0 

1,584 1,188 396 0 

76,000 25,333 50,667 0 

800 400 400 0 

30 30 0 

2,665 2,649 16 0 

135,000 19,311 115,689 30,000 

2,307,364 1,525,694 0 115,613 666,057 164,000 

 在宅老人福祉事業（住まい環境整備）

 在宅老人福祉事業（除雪支援）

 食の自立支援事業（配食サービス）

 養護老人施設措置費

 小　　計

 児童扶養手当支給

 子育て支援短期利用事業

 在宅育児応援手当支給

 病児・病後児保育事業

 すみずみ子育てサポート事業

 未熟児養育医療給付

 児童手当支給

 ひとり親家庭支援事業

 ひとり親家庭等医療費助成

 母子家庭等自立支援給付（教育訓練）

 母子家庭等日常生活支援事業

 母子家庭等自立支援（入所措置）

 子ども医療費助成

 自動車運転免許取得助成事業

 自動車改造費助成事業

 福祉タクシー利用助成

 障害者自立支援給付（介護・訓練等）

 特別障害者等福祉手当支給

 障害者自立支援（地域生活支援）

 人工透析通院費助成

 障害児支援事業

 生活困窮者自立支援事業

 重層的支援体制整備事業

 生活保護費

 緊急一時預かり事業

事業名 歳出予算

 住宅災害見舞金支給

 重度障害者（児）医療費助成

 重症心身障害者福祉手当支給

 重度身体障害者住宅改造助成

財源内訳

特定財源

一般財源
国県支出金 地方債 その他

 うち
 社会保障財源化分
 の交付金



事業名 歳出予算

財源内訳

特定財源

一般財源
国県支出金 地方債 その他

 うち
 社会保障財源化分
 の交付金

 社会保険 116,067 86,070 29,997 0 

749 561 188 0 

232 174 58 0 

4,667 4,667 0 

424,197 424,197 120,000 

378,794 378,794 90,000 

92,069 69,051 23,018 0 

1,016,775 155,856 0 0 860,919 210,000 

 保健衛生 45,292 45,292 0 

31,400 31,400 15,000 

1,772 1,772 0 

402 402 0 

414 276 138 0 

1,415 1,415 0 

16,450 724 15,726 0 

24,040 207 983 22,850 15,000 

9,160 9,160 0 0 

130,345 1,207 0 10,143 118,995 30,000 

3,454,484 1,682,757 0 125,756 1,645,971 404,000 

※1 令和８年度における地方消費税交付金は、740,000千円を計上しています。

      このうち、22分の12に相当する額（403,636千円≒404,000千円）を消費税引上げ分に係る地方消費税交付金として「社会保障施策に

      要する経費」に充てています。

※2 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費は、令和８年度一般会計当初予算に基づき集計しています。

      ただし、事務費や人件費等は除いています。

 合　　計

 小　　計

 予防接種事業（子ども）

 予防接種事業（おとな）

 休日在宅当番医制運営事業

 病院群輪番制病院運営事業

 小児救急医療支援事業

 二次救急医療支援事業

 妊婦・乳児健康診査事業

 健康診査事業（基本、がん検査等）

 後期高齢者健康診査事業（基本検査等）

 小　　計

 後期高齢者医療特別会計繰出金
 （保険基盤安定分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （保険基盤安定分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （未就学児均等割保険税分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （産前産後保険税分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （財政安定化支援分）

 坂井地区広域連合負担金
 （介護保険特別会計分）

 後期高齢者医療広域連合負担金
 （療養給付費分）


